
訴 状

2 0 2 5年2月1 4日

東京地方裁判所立川支部御中

原告訴訟代理人 弁護士 富永

同 弁護士植木

同 弁護士佐藤

同 弁護士神垣

巧由紀互辱
'弄則禾姻診

や｀

閲靡
＇
賓

真歩嬌匂＼誓

当事者 別紙当事者目録のとおり

損害賠償請求事件

訴訟物の価格 金5 0万円

貼用印紙代金 金5 0 0 0円

請求の趣旨

1 被告は、原告に対し、 5 0万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日か

ら、支払い済みまで年3 ％の割合の金員を支払え

2 訴訟費用は被告の負担とする

との判決並びに仮執行判断を求める。
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請求原因

第1 はじめに

本件は、 市民や保護者の多くが反対していた公立保育園2園を段階的に廃園

とする旨の条例案を、 市議会が「慎重な審議が必要」として継続審査としたに

もかかわらず、 当時の市長が、 違法な専決処分によってその制定を強行したこ

とに端を発する事件である。

かかる専決処分によって制定された廃園条例に基づいて、 令和5年4月の入

所を不許可とされた本訴訟原告が、 市を相手取って訴訟を提起し、 これに対し

東京地方裁判所は、 前市長による専決処分は地方自治法1 7 9条1項の要件を

充たさずに違法であり、 本件廃園条例は無効であるとして、 原告に対する入所

不許可処分を取り消し、 慰謝料請求も認容した（東京地方裁判所令和4年（行ウ）

第5 4 9号。 以下「先行行政訴訟」という）。

しかるに小金井市は、 この司法による判断を「重く受け止める」として控訴

せずに確定させておきながら、 原告の1歳になる児童を、 同学年でただ 一 人と

いう異常な保育環境に受け入れたにとどまり、 募集再開を期待した他の多くの

保護者 ・ 市民に対しては、 司法により違法無効と断罪された廃園条例がいまだ

有効であるとして、 門戸を閉ざしたままである。

本訴訟に先んじて、 小金井市内の保護者らが、 保育所選択権 ・ 平等利用権 等

の侵害を理由として、 小金井市に対し損害賠償を求めて提訴したが （貴庁令和

6年 （ワ）第4 3 8 8号 損害賠償請求事件）、 上記先行行政訴訟の原告も、 適切

な環境下での保育を受けさせる権利を侵害されていること等を理由に、 同様の慰謝

料訴訟を提起したものである。

第2 当事者

1 原告

原告は、 第 一 子である●●●●（令和●年●月●●日生、以下「第一子」とい
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う）及び第二子である●●●●（令和●年●月●●日生。以下「第二子」という） の

母である。第一子・第二子いずれもさくら保育園に在籍しているが、第二子につい

ては、入所不許可処分の対象となった子であり、先行行政訴訟による同処分の取り

消し後、令和6年5月9日付で、さくら保育園に入所することとなったものである。

2 被 告

被告小金井市は、公立（小金井市立）保育園であるさくら保育園およびくり

のみ保育園に関して、園児の募集などの保育行政全般を担う立場にある。

第3 前提の経過

1 前市長による公立保育園の廃園条例の専決処分

(1)被告（以下、 「小金井市」と表記することもある）は、 児童福祉法（以下「

児福法」という）35条3項の規定に基づき、 小金井市立保育園条例（昭和4

3年4月1日条例第14号）を制定し、 同条例をもって、 児福法39条が規定

する保育所であるさくら保育園、 くりのみ保育園を含む5園の公立保育園の名

称、 位置及び定員を定め、 これら5園において児童の保育を実施していた。

(2)令和3年7月、 被告は、 令和4年4月から本件2園の段階的募集停止をする

「新たな保育業務の総合的な見直し方針（案）」を策定した。 それまで被告に

おいては、 公立保育園の民営化について言及することはあっても、 廃園の方針

が示されたことはなく、 被告によるこの突然の方針転換に対しては、 当然に小

金井市民や保護者から多くの反対の声があがった。

その後被告は、 段階的募集停止を1年延伸して令和5年4月から開始する旨

修正するなどした新たな方針案を策定し、 令和4年1月から2月まで、 本件2

園の段階的募集停止による廃園を実現するための改正条例案についてパブリッ

クコメントを実施したが、 これには過去最多の数の回答が寄せられ、 廃園に反

対ないし疑問視する声が圧倒的多数であった。
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